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伊佐市農業委員会 10 回総会議事録 

 

１．開催日時  令和元年 12 月 26 日（木）午前 9 時 00 分から 10 時 25 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （24 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 8 番推進委員

3 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

4 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

5 番委員 11 番委員 4 番推進委員 13 番推進委員

6 番委員 12 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

7 番委員 7 番推進委員 15 番推進委員

     

４．欠席委員  （3 人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ８番委員    ９番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第７号「非農地証明願」について 

議案第８号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番指定）

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長 

農地振興係書記    農地振興係書記   



 2 

【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

おはようございます。只今より、令和元年度 第１０回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

本日は本年最後の総会ということになり、皆さんのおかげで無事総会を開

催することが出来ました。ありがとうございました。 

まだ、寒い日が続きますので風邪をひかないように気を付けて活動をお願い

します。 

また本日は、総会終了後、県の農業会議による農業者年金の加入推進につ

て研修会が計画されています 

本日は全員出席で規定に達しておりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

８番農業委員と９番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１「農地法第１８条第６項の規定

による通知」をお願いいたします。 

 

報告１「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきましてご報告い

たします。 

資料は１ページから５ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が１７件、田２５

筆、畑８筆です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し、委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 



 3 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定の

うち、所有権移転について説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＴＡさんです。 

譲受人は、伊佐市菱刈重留に居住されている認定農業者の ＨＫさん５１

歳です。 

水稲、葉タバコを耕作されており、経営面積は田１０８，７９９㎡、畑８，

１９５㎡、合計１１６，９９４㎡を耕作されています。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈田中字宮之後９６番で、地目は田、地積は７

３４㎡で、田中小学校から南西へ約９００ｍに位置し、圃場整備された田で

す。 

続きまして、番号２の譲渡人は、伊佐市大口小木原に居住されている Ｙ

Ｈさんです。 

譲受人は、伊佐市大口小木原に居住されている認定農業者の ＭＭさん６

２歳です。 

水稲、ネギを耕作されており、経営面積は田７７，７２１㎡、畑１１，６

９５㎡、合計８９，４１６㎡です。 

土地の所在地は、伊佐市大口小木原字原ノ前１２８９番１で、地目は田、 

地積は１，１７４㎡で、旧山野中学校から南東へ約１．３ｋｍに位置し、良

く管理された田です。 

続きまして、番号３の譲渡人は、千葉県松戸市新松戸７丁目に居住されて

いる ＳＷさんです。 

譲受人は、伊佐市大口山野に居住されている認定農業者の ＴＩさん４４

歳です。 

水稲作と、繁殖牛３５頭飼養されており、経営面積は田８９，６４０㎡で

す。 

土地の所在地は、伊佐市大口山野字風呂元２９０３番外１筆で、地目は田、 

地積は合計３，６３５㎡で、山野小学校から北へ約２ｋｍに位置し、良く管

理された田です。 

続きまして、番号４の譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＫＫさ

んです。 

譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている認定農業者の ＴＨさん５６

歳です。 

水稲、大豆を耕作されており、経営面積は田１６３，８８０㎡、畑２６６

㎡、合計１６４，１４６㎡です。 

土地の所在地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番１４３で、地目は田、 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

地積は１，０１４㎡で、ダイナム鹿児島大口店から北西へ約１５０ｍに位置

し、良く管理された田です。 

続きまして、番号５の譲渡人は、霧島市国分清水四丁目に居住されている 

ＳＺさんです。 

譲受人は、伊佐市大口篠原に居住されている認定農業者の ＮＫさん７５

歳です。 

水稲、大豆、ネギを耕作されており、経営面積は田１０５，４４２㎡、畑

６２７㎡、合計１０６，０６９㎡です。 

土地の所在地は、伊佐市大口篠原字芳ケ迫８３６番１外１筆で、地目は田、 

地積は合計１，３７７㎡で、大口中央中学校から北へ約６００ｍに位置し、

譲受人の自宅と隣接している良く管理された田です。 

 続きまして、貸借について説明いたします。 

１４ページをご覧ください。 

期間は３年から１０年で、面積は田１３２,６８０㎡、畑４，３２１㎡の

計１３７,００１㎡です。利用権を設定する者の数４６名、利用権の設定を

受ける者の数２３名です。 

土地の詳細につきましては、７ページ番号１から１３ページ番号４６のと

おりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質問伺う前に１０番農業委員が該当していますの

で、退席をお願いします。 

 

（１０番農業委員「退席」） 

 

 皆さんご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

については決定いたしました。 

 

（１０番農業委員「入席」） 

 

 １０番農業委員、第１号議案は決定いたしました。 

 

 ありがとうございます。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について提

案いたします。 

整理番号１番から１９番まで一括で報告をお願いしますが、整理番号１９

番は取下げ申請が提出されました。 

ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番、２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１番、２番につきまして、去る１２月２３日に現地調査を行いました

ので、私８番が報告いたします。 

１番、２番の申請人 ＮＨさんは、姶良市西姶良に居住され、年齢は６８

歳です。 

1番の渡し人 ＯＥさんは、愛知県岡崎市東蔵前町に居住され、外２名は

妹さんたちです。 

申請地は、伊佐市大口山野字紙漉１２９２番で、地目は田、地積は２，１

２１㎡で所有権移転贈与であります。 

２番の渡し人 ＨＨさんは、静岡県富士市荒田島町に居住され、で年齢は

７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２４３６番２外２筆で、地目は畑、地積

は合計１，３１２㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、４，４７２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約５０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等はリースになります。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号３番について、７番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号３番につきまして、去る１２月２３日現地調査を行いましたので、私

７番が報告いたします。 

申請人 ＫＹさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は３４歳です。 

渡し人 ＵＫさんは、大阪府茨木市若草町に居住され、年齢は５７歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字古屋敷２９８番外２筆で、地目は田、地積は

合計２，０２４㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、３１，７８８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいしまして、私の報告を終わり

ます。 

  

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号４番につきまして、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、

私２番が報告いたします。 

 申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は６４歳です。 

渡し人 ＹＫさんは、日置市伊集院町妙円寺に居住され、年齢は７８歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字村ノ前１５８２番２で、地目は田、地積は

９１１㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は９，６６８㎡で取得可能面積です。農業従事者は２名で、

通作距離は約５０ｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり、

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号５番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号５番につきまして、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、

私１２番が報告いたします。 

申請人 ＨＮさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＮＫさんは、大阪市東淀川区東淡路に居住され、年齢は７６歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字立山１３０１番で、地目は畑、地積は１，９

５１㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１３，６５４㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１００ｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号６番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私１

０番が報告をいたします。 

申請人 ＫＡさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は４０歳です。 

渡し人 ＫＴさんは、東京都杉並区井草に居住され、年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字鐘見嶽２３３５番で、地目は田、地積は８９

１㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は総会資料７ページ番号２番の２，９７２㎡の貸借分と合

わせ３，８６３㎡となり取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通

作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり、

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号７番、８番、９番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号７番、８番、９番について、去る１２月２５日に現地調査を行いまし

たので、私２番が報告をいたします。 

申請人 ＨＹさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は５５歳です。 

７番の渡し人 ＹＮさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は７６歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字村ノ前１５５９番１で、地目は田、地積は

１，２９１㎡の所有権移転売買です。 

８番の渡し人 ＹＫさんは、日置市伊集院町妙円寺に居住され、市外住民

で年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字村ノ前１５５２番で、地目は田、地積は１，

３６３㎡の所有権移転売買です。 

９番の渡し人 ＫＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８９歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字豆漬１６３２番１で、地目は田、地積は５

２８㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３８，７５９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は４名で、通作距離は約５００ｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１０番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１０番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

１２番が報告をいたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は６６歳です。 

渡し人 ＯＹさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字比良田１１６８番１４外１筆で、地目は田、

地積は合計１，３０２㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２９９，９２１㎡で取得可能面積であります。農業従事



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１１番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

４番が報告をいたします。 

申請人 ＮＴさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は４２歳です。 

渡し人 ＮＴさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字板村１６２５番１外２筆で、地目は田、地積

は合計２，３０７㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は１１，０８９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は４名で、通作距離は約３００ｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１２番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１２番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

９番が報告をいたします。 

申請人 ＨＫさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＫＹさんは、神奈川県横浜市栄区尾月に居住され、年齢は８７歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字竹下３４６０番２外１筆で、地目は畑と田

で、地積は合計７１４㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は５４，２１９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営
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５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１３番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１３番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

３番が報告をいたします。 

申請人 ＳＹさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は５５歳です。 

渡し人 ＯＫさんは、東京都文京区小日向に居住され、年齢は８３歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字樋掛９１１番１外２筆で、地目は田で、地積

は合計２，３１０㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３２，８５６㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１４番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１４番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

５番が報告をいたします。 

申請人 ＴＩさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年齢は７３歳です。 

渡し人 ＯＭさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字堂免１８５３番２外２筆で、地目は畑１

筆、田２筆で、３筆合計１，９５３㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は５，４３３㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

２名で、通作距離は自宅周辺で、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな
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いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１５番について、去る１２月１９日に現地調査を行いましたので、私

１１番が報告をいたします。 

申請人 ＩＫさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は４２歳です。 

渡し人 ＮＴさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字尾崎前１２４５番１外２筆で、地目は田で、

地積は合計２，２５８㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１０，５６３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約７ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１６番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１６番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

６番が報告をいたします。 

申請人 ＫＭさんは、鹿児島市小野に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＳＨさんは、姶良市加治木町反土に居住され、年齢は５５歳です。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字池ノ頭５３９番３で、地目は畑で、地積は６

４４㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は鹿児島市犬迫町に６，６６０．９６㎡耕作されており取

得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約６０ｋｍで、

現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり、農機具等は完備されて

おります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 
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７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書、耕作証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１７番について、去る１２月１９日に現地調査を行いましたので、私

１１番が報告をいたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は４２歳です。 

渡し人 ＭＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字上キロ１４４４番１で、地目は田で、地積は

９７３㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１３，４０５㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は３名で、通作距離は約０．４ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１８番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１８番について、去る１２月２３日に現地調査を行いましたので、私

７番が報告をいたします。 

申請人 ＴＹさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は８４歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、伊佐市大口元町に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字西原木場３０２７番３６外１筆で、地目は畑

で、地積は合計２３６㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３，３８３㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

３名で、現況は良く管理された農地で申請者の自宅側になります。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

  

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号１８番について、許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号１８番については許可が決定いたしま

した。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数１９件について、１件の取り下げ、１８件の許可が処分決定し

ました。 

  

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、整理番号１番、２番について申請の目的と現地が隣接し

ているため、一括で報告をお願いします。 

 ７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、整理番号１番、２番について、去る１２月２３日、申請

人 ＨＨさんの後継者 ＨＴさん立会いのもと、４番推進委員、１０番推進

委員、私７番農業委員の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたし

ます。 

申請人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＨＨさんと、伊佐市菱刈川

北に居住されている ＴＵさんです。 

申請地は、ＨＨさん所有の伊佐市菱刈川北字池之上３９６２番１外２筆、

地目は田、地積は合計２，１６５㎡と、ＴＹさん所有の伊佐市菱刈川北字池

之上３９６２番２、地目は田、地積は８７８㎡で、４筆地積合計３，０４３

㎡です。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

用途区分変更の目的は、経営の規模拡大で生産牛１００頭の牛舎１,００

０㎡と堆肥舎２００㎡を建築し、残地に粗飼料のロールを置くとのことで

す。 

 所在地は、菱刈中学校から西へ約５００ｍに位置し、北側は農道、南側は

田で粗飼料置場、東側は田、西側は牛舎とロール置場で、周囲に与える影響

はないものと思われます。なお、Ｔさん所有の農地についてはＨさんが取得

予定とのことです。 

 添付書類として、全部事項証明書、牛舎、堆肥舎の配置図、農地利用計画

の変更に係る意見書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、整理番号３について、去る１２月２３日、申請人 ＮＫ

さん Ｍ行政書士立会いのもと、１３番農業委員、１１番推進委員、私２番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口篠原に居住されている ＮＫさんで、年齢は７５歳

です。 

申請地は、伊佐市大口篠原字芳ケ迫８３３番１外１筆、地目は田、地積は

合計７９０㎡です。 

用途区分変更の目的は農業用施設です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 所在地は、大口中央中学校から北へ約７００ｍに位置し、東側は宅地と田、

西側は国道２６８号と宅地、南側は田と宅地、北側は宅地と道路で、用途区

分変更することで、農用地の集団化、農作業への効率化の影響、担い手の利

用集積への支障及び農用地など保全施設の有する機能に影響を及ぼす恐れ

はありません。 

 現状が平成１９年３月頃から、宅地及び雑種地となっていることから、議

案第５号の番号２番、３番で始末書添付の申請が出されています。 

 添付書類として、全部事項証明書、地積図、配置図、農地利用計画の変更

に係る意見書、委任状等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、申請件数３件について、３件の意見が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

 議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、整理番号

１番について事務局の報告を求めます。 

 

議案第４号整理番号１番「農地転用事業計画変更申請」に係る決定につい

て、去る１２月２３日、申請代理人 ＭＰの社員立ち合いのもと、１番推進

委員、１３番推進委員、事務局で共同調査をしましたので、事務局が報告い
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

たします。 

 申請人は、東京都中央区京橋に所在する Ｓ建設株式会社一般法人です。 

 譲渡人は、鹿児島市西別府町に所在する ＭＰ株式会社一般法人です。 

 申請地は、伊佐市大口篠原字城ケ尾１９２３番２外１６筆で、地目は畑、

地積は合計９，５６４㎡です。 

 所在地は、大口中央中学校から北東へ約１．５ｋｍに位置しております。 

 本申請は、本年５月第３回総会におきまして、農地転用許可の決定をして

おります。今回、九州電力の負担金増額により元の事業主ある ＭＰの事業

遂行が困難になったため、申請人 Ｓ建設に事業継承を行うものでありま

す。 

 添付してある、地図の格子上で示してある一体利用地、畑が含まれますが、

ここは全て非農地通知が出ています。斜線部分が申請部分１７筆になりま

す。事業主の変更のみであり、計画として妥当だと思われます。 

添付書類として、法定添付書類一式、位置図、配置図、会社の定款等が添

付されています。 

調査の結果、事務局及び２名の調査員の意見において許可相当であると思

われます。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。以上で報

告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、決定いたしました。 

 

 議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、申請件数

１件について、１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る１２月２３日、申請人の ＴＴさん

夫婦立会いのもと、８番推進委員、１３番推進委員、事務局の３名で共同調

査をしましたので、事務局が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、宮崎県小林市細野に居住され、年齢は６９歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字瀬吹９１６番１、地目は畑、地積は２３９㎡

です。 

農地区分は第１種農地で、集落接続施設の農地となっており転用目的は駐

車場として利用となっております。 

所在地は、大口東小学校より西へ約６００ｍに位置し、東側は田、西側は

宅地、南側は田、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないものと思われ

ます。 

転用目的は駐車場となっておりますが、平成２５年７月、申請地の隣接地

に一般住宅１棟を建築した際に、農地法の許可を取らずに申請地を駐車場に

整備してしまったとのことで、始末書が添付してあります。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番、３番については、申請の経緯と現地が隣接しているため一

括で報告をお願いします。２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号２番、３番について、去る１２月２３日、申請人の Ｎ

Ｋさんと Ｍ行政書士立会いのもと、１３番農業委員、１１番推進委員、私

２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は７５歳です。 

申請地は、番号２番が伊佐市大口篠原字芳ケ迫８３３番１外１筆で、地目

は田、地積は合計２８８㎡で、現況は宅地です。 

番号３番が伊佐市大口篠原字芳ケ迫８３３番３外１筆で、地目は田、地積

は合計７４５㎡で、現況は雑種地です。 

現況が宅地、雑種地について農地法の認識があまりなかったということ

で、始末書が添付してあります。 

農地区分は第１種農地で、転用目的は番号２番が農機具格納庫及び作業場

で、番号３番が農業用資材置場及び作業場として利用となっております。 

所在地は、大口中央中学校から北へ約７００ｍに位置し、東側は宅地と

田、西側は国道２６８号と宅地、南側は田と宅地、北側は宅地と道路で、周

囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始

末書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番、３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番、３番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て申請件数３件について、３件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る１２月２３日、申請人の代理人 有

限会社Ｉ ＩＴさん士立会いのもと、４番推進委員、１０番推進委員、私７

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区に所在する 株式会社Ｒ 代表取締役 ＹＫさ

んで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＫＺ さんで、年齢は５２

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字立添２８１８番１で、地目は畑、地積は４６

５㎡であります。 

所在地は、菱刈中学校から南へ約５００ｍに位置しており、周囲は全て宅

地で、周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２４０枚、設置容量４９．５ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、会社の定款、事業計画書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関す

る誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番ついて、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る１２月２３日、申請人の Ｏ自治会

代表の ＳＡさん士立会いのもと、７番推進委員、私１０番農業委員の２名

で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大島に居住されている Ｏ自治会代表の ＳＡさん

です。 

譲渡人は、横浜市港南区下栄谷に居住されている ＮＭさんで、年齢は９

１歳です。 

本申請は所有権移転贈与で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転用

目的は自治会館建設となっております。 

申請地は、伊佐市大口大島字本町８０７番１外１筆で、地目は畑、地積は

５８５㎡であります。 

所在地は、玉泉院から北東へ約１２０ｍに位置しており、南側は畑、東側、

西側は宅地、北側は道路を挟んで畑であり、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番ついて、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る１２月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、７番推進委員、私１０番農業委員の２名で共同調査

をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口上町に居住されている ＭＫさんで、年齢は３４歳

です。 

譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＳＭさんで、年齢は５３歳で

す。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は第３種農地で、転用目的は一般住

宅となっております。 

申請地は、伊佐市大口里字青木ケ島２８０５番１で、地目は田、地積は４

２０㎡であります。 

所在地は、大口高校から西へ約３００ｍに位置しており、南側は田、東、

北側は宅地、西側は道路であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番ついて、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る１２月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、７番推進委員、私１０番農業委員の２名で共同調査

をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、姶良郡湧水町米永に居住されている ＨＹさんです。 

譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＳＭさんで、年齢は５３歳で

す。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は第３種農地で、転用目的は資材置

場として利用となっております。 

申請地は、伊佐市大口里字青木ケ島２８０５番３で、地目は田、地積は２

６３㎡であります。 

所在地は、大口高校から西へ約３００ｍに位置しており、南側は田、東、

北側は宅地、西側は道路であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号５番について、去る１２月２３日、Ｎ行政書士立会いの

もと、１番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員の３名で共同調査

をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、福岡市早良区有田に所在する 合同会社 ＢＴＯ 代表社員 

ＵＹさんで、一般法人です。   

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＮＳさんで、年齢は８６歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字迫田４３３２番３で、地目は畑、地積は３６

３㎡であります。 

所在地は、菱刈中学校から東へ約１Ｋｍに位置しており、南側は非農地、

東側は道路、北側は道路と畑、西側は道路を挟んで雑種地であり、周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３４８枚、設置容量４９．５ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、会

社の定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号６番について、去る１２月２３日、Ｔ行政書士立会いの

もと、４番農業委員、１２番推進委員、私６番農業委員の３名で共同調査を

しましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市星ヶ峯に居住されている ＯＴさんです。   

譲渡人は、伊佐市大口針持に居住されている ＫＫさんで、年齢は７１歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市大口針持字上ノ原１１３２番１で、地目は畑、地積は８

８０㎡であります。 

所在地は、針持温泉から北東へ約４００ｍに位置しており、南側は山林、

東側は畑、北側は農道、西側は太陽光発電施設であり、周囲に与える影響は

ないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２５２枚、設置容量４９．５ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番ついて、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号７番について、去る１２月２３日、申請人の ＡＴさん

の父親立会いのもと、３番推進委員、５番推進委員、私９番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈市山に居住されている ＡＴさんで、年齢は３０歳

です。 

譲渡人は、霧島市国分清水に居住されている ＨＡさんです。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転用

目的は一般住宅及び車庫として利用となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字薬師原１３４０番１で、地目は畑、地積は４

７８㎡であります。 

所在地は、田中小学校から西へ約８００ｍに位置しており、南側、北側は

宅地、東側は道路を挟んで宅地、西側は花公園広場であり、周囲に与える影

響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番、９番、１０番、１１番については、関連事業のため一括で

報告をお願いします。事務局の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号８番、９番、１０番、１１番について、一括で報告させ

ていただきます。 

整理番号８番、９番、１０番、１１番は、本来であれば１２月２３日に 

９番農業委員、３番推進委員、５番推進委員の３名で現地調査の予定でした

が、申請代理人が諸事情により調査を欠席しております。 

農業委員及び申請代理人と協議をしたところ、現地調査がなく、調査不十

分のため翌月への保留が妥当かと思われます。委員の皆様方のご審議方をよ

ろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告で保留という報告です。 

整理番号８番、９番、１０番、１１番については、保留したします。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数１１件について、４件の保留、７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第７号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまして

去る１２月２３日、申請人の代理人 ＭＭさん立ち合いのもと、５番農業委

員、６番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調査をしましたので、８番

が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口小木原に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口山野字新開１５５１番１で、地目は畑、地

積は４５８㎡です。 

非農地となった時期及び理由としましては、平成８年に居住地に隣接する

畑に進入路及びネギ出荷のための作業場を建築、その時点では畑ではありま

したが、今は亡き父親が手続きなどしており変更してなかったことは考えて

もいなかったとのことでした。 

Ｍさんは現在小木原に居住されていますが、この申請地は、実家の家の前

になります。 

井立田公民館より東へ約１００ｍに位置し、南側は道路、東側は畑と宅地、

北側は宅地、西側は田であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第７号非農地証明願についてのうち、整理番号２番につきまして、去

る１２月２３日、１１番農業委員、１番推進委員、１４番推進委員、事務局

で現地調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

申請人 ＹＳさんは、愛知県刈谷市小垣江町に居住されています。  
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈川北字前田２３６５番３で、地目は田、地積は１５

０㎡です。 

所在地は、湯之尾小学校から北西へ約２００ｍに位置し、東側は宅地、西

側は道路を挟んで宅地、南側・北側は宅地となっています。 

非農地になった時期及び理由としては、昭和６０年に木造の一般住宅を建

築し現在に至っており、現況は一般住宅と駐車場が整備されています。 

調査の結果、この申請については４名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わりま

す。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第７号「非農地証明願」についてのうち、整理番号３番につきまして

去る１２月２３日、申請人の代理人 Ｔ行政書士立ち合いのもと、２番推進

委員、私１２番農業委員の２名で共同調査をしましたので、１２番が報告い

たします。 

申請人 ＳＳさんは、千葉県香取市小見川に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈荒田字上キロ１５８２番で、地目は田、地

積は５９４㎡です。 

所在地は、本城小学校から北へ約９００ｍに位置し、東側は宅地、西側は

田、南側、北側はて宅地となっています。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

非農地となった時期及び理由としましては、昭和５５年に木造の一般住宅

を建築したとのことで、現在はリホーム中であります。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第７号「非農地証明願」３件申請のうち、３件の許可が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第８号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番指定）

について提案いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

 議案第８号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番指定）

について、事務局より説明いたします。 

 申請人 ＨＲさんは神奈川県高座郡寒川町に居住する市外住民の方です。 

 申請地は、伊佐市大口下殿字野頸２５３番３で、羽月小学校より西へ約 

１ｋｍに位置し、地目畑、地積は５０３㎡で、宅地に隣接している遊休農地

です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、特例農地としての 

地番指定に関して特段問題はないと思われます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で説明を終わり

ます。 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番指定）について決定

することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第８号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地

番指定）については、決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の４２ページをお開きください。１２月の月例報告をします。 

５日、１２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

同日、女性委員と農業委員会会長との意見交換会が開催され、女性委員１

名に出席していただきました。 

１２日、姶良伊佐地区女性農業委員の会研修会が姶良市で開催され２名が

出席しました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２６日、本日ですが第１０回農

業委員会の総会です。 

１月の行事予定ですが、１０日に１月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。 

２４日が現地調査です。２９日が第１１回の農業委員会総会を行う予定で

す。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長    会   長    

 

伊佐市農業委員    ８   番     

 

伊佐市農業委員    ９   番    

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

以上で、令和元年度 第１０回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

【終了時間  午前１０時２５分】 

 

 

 

  

 


